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(57)【要約】
【課題】本発明では、簡便な方法で処理することができる吸収性物品用処理剤および吸収
性物品の処理方法を提供することを目的とする。
【解決手段】酸性固形物質と、重曹、消石灰および石灰石からなる群より選択される少な
くとも１種のアルカリ性固形物質と、カルボキシビニルポリマーと、ゼオライトと、酸化
亜鉛と、を含む、吸収性物品用処理剤によって達成される。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸性固形物質と、
　重曹、消石灰および石灰石からなる群より選択される少なくとも１種のアルカリ性固形
物質と、
　カルボキシビニルポリマーと、
　ゼオライトと、
　酸化亜鉛と、
を含む、吸収性物品用処理剤。
【請求項２】
　前記酸性固形物質が、クエン酸である、請求項１に記載の処理剤。
【請求項３】
　前記アルカリ性固形物質が、重曹である、請求項１または２に記載の処理剤。
【請求項４】
　四級アンモニウム塩をさらに含む、請求項１～３のいずれか１項に記載の処理剤。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の処理剤を、排泄物が付着した吸収性物品に接触さ
せる、吸収性物品の処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、吸収性物品用処理剤および該処理剤を用いた吸収性物品の処理方法に関する
。より詳しくは、使い捨ておむつの処理に用いられる吸収性物品用処理剤および該処理剤
を用いた吸収性物品の処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療現場、介護現場、さらには家庭において、自ら便所に行くことができない病人や老
人のために、使い捨ておむつが使用されることが多い。こうした環境において、国民の生
活水準の向上に伴い、健康および衛生に関する意識も高まっており、家庭や産業から発生
する廃棄物の臭気の処理は必要不可欠なものになりつつある。したがって、排便、排尿後
の使用済みおむつ（以下、「使用済みおむつ」または単に「おむつ」とも称することがあ
る）から発する不快な糞尿臭を、効率よく消臭する方法が求められている。
【０００３】
　おむつの使用・処理方法としては、大便や尿をおむつに吸収・保持させ、その後、当該
おむつは焼却または埋め立て処理されるのが一般的である。そして、使用済みおむつを焼
却または埋め立て処理する前には、看護している看護婦、付き添い人、家族などの看護人
が一定量の使用済みおむつをビニール袋などの廃棄用容器内に一時的に保管することがあ
る。
【０００４】
　このような使用状況において、廃棄用容器の周囲に糞尿臭が放散されることが問題とな
っている。
【０００５】
　上記問題点に対し、使用済みおむつを一時的に保管する際に問題となる糞尿臭を抑制可
能な処理方法として、消毒剤を含有する水で使用済みおむつを洗浄する方法（特許文献１
）や、石灰および次亜塩素を使用済みおむつと共に処理槽内に投入して水を供給しながら
攪拌する方法が提案されている（特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－２９２３０４号公報
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【特許文献２】特開２０１０－０８４０３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１および２では、水を用いて使用済みおむつを洗浄することにより、付着した
大便や尿から放散される糞尿臭を抑制することができる。しかしながら、水を使用する処
理方法は、その操作が煩雑であり、小規模の病院、介護施設および家庭においては実用的
であるとは言えない。また、上記方法では、使用後の水の処理も別途必要であることから
、多額の費用を要するという問題点があった。　本発明は、簡便な方法で処理することが
できる吸収性物品用処理剤および吸収性物品の処理方法を提供することにある。また、本
発明の他の目的は、消臭効果が高い吸収性物品用処理剤および吸収性物品の処理方法を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的は、以下の発明を提供することによって解決される。
【０００９】
　（１）酸性固形物質と、重曹、消石灰および石灰石からなる群より選択される少なくと
も１種のアルカリ性固形物質と、カルボキシビニルポリマーと、ゼオライトと、酸化亜鉛
と、を含む、吸収性物品用処理剤。
【００１０】
　（２）前記酸性固形物質が、クエン酸である、（１）の処理剤。
【００１１】
　（３）前記アルカリ性固形物質が、重曹である、（１）または（２）の処理剤。
【００１２】
　（４）四級アンモニウム塩をさらに含む、（１）～（３）のいずれかの処理剤。
【００１３】
　（５）（１）～（４）のいずれかの処理剤を、排泄物が付着した吸収性物品に接触させ
る、吸収性物品の処理方法。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明は、上記の発明によって、以下の効果を有する。
【００１５】
　本発明の吸収性物品用処理剤は、酸性固形物質と、重曹、消石灰および石灰石からなる
群より選択される少なくとも１種のアルカリ性固形物質と、カルボキシビニルポリマーと
、ゼオライトと、酸化亜鉛と、を含む、吸収性物品用処理剤である。本発明の第１の吸収
性物品用処理剤の構成であれば、水による洗浄や攪拌等の操作を必要とせず、簡便にかつ
効率的に排泄物（たとえば、糞、尿）が付着した吸収性物品を処理することが可能であり
、悪臭を抑制することができる。
【００１６】
　本発明の吸収性物品の処理方法は、排泄物が付着した吸収性物品に接触させる、吸収性
物品の処理方法である。かかる方法によって、使用後の吸収性物品について水による洗浄
等の操作を必要とせず、簡便にかつ効率的に排泄物が付着した吸収性物品を処理すること
が可能であり、悪臭やガスの発生を抑制することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　＜本発明の第１：吸収性物品用処理剤＞
　本発明の第１は、酸性固形物質と、重曹、消石灰および石灰石からなる群より選択され
る少なくとも１種のアルカリ性固形物質と、カルボキシビニルポリマーと、ゼオライトと
、酸化亜鉛と、を含む、吸収性物品用処理剤（本明細書中、単に「処理剤」と称する場合
もある。）である。
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【００１８】
　このように、本発明の処理剤は、カルボキシビニルポリマーを含むため、吸収性物品に
付着した排泄物（たとえば、糞）をこれで被覆することができる。その結果、排泄物と、
空気や液体とが接触することが抑制されて腐敗しにくくなるため、結果として悪臭が抑制
される。したがって、このように、カルボキシビニルポリマーが排泄物を被覆することに
より悪臭が抑制されるため、吸収性物品を水で洗浄する必要がなく、簡便な方法で処理す
ることができる。
【００１９】
　さらに、カルボキシビニルポリマーは、処理剤中に含まれるアルカリ性固形物質により
粘性物質となり、より効果的に排泄物を被覆することができると共に、当該カルボキシビ
ニルポリマーが吸収性物品に吸収されることがないため、本発明の処理剤は、より高い消
臭効果を発揮することができる。
【００２０】
　また、本発明の第１においては、酸性固形物質が含まれているので、排泄物（たとえば
、尿）中に含まれるアンモニア成分を中和し、悪臭を抑制することができる。さらに、本
発明の第１においては、重曹、消石灰および石灰石からなる群より選択される少なくとも
１種のアルカリ性固形物質と、酸化亜鉛と、が含まれているので、酸性固形物質だけでは
取りきれない悪臭（たとえば、糞の腐敗によって生じる雑菌や硫化物などの悪臭）を抑制
する。
【００２１】
　さらにまた、本発明の第１においては、ゼオライトが含まれているため、処理剤を使用
した際に当該処理剤が粉塵として舞い上がることを抑制することができ、また、排泄物（
たとえば、尿）中に含まれるアンモニア成分をゼオライトによって吸着することが可能と
なるため、消臭効果もまた向上する。
【００２２】
　［処理剤の形状］
　本発明の第１の吸収性物品用処理剤の形状は、特に制限されない。たとえば、粉状物、
フレーク状物、塊状物、およびこれらの混合物など、どのような形状であってもよい。
【００２３】
　以下、処理剤の形状について詳説する。
【００２４】
　（粉状物）
　本発明の吸収性物品用処理剤は、排泄物との接触面積を大きくしてその反応効率を向上
させる目的から、粉状物とすることが好ましい。このとき、粉状物の平均粒径（直径）は
、１粒あたり、好ましくは０．１５ｍｍ超～３ｍｍであり、より好ましくは、０．３～２
ｍｍ、さらに好ましくは０．５～１ｍｍである。かような範囲であると、取り扱い性が良
好であると共に、被処理物との接触面積が増大し、被処理物との反応効率を向上させるこ
とができる。その結果、消臭効果をより向上させることができる。ここで、粉状物の平均
粒径とは、５０粒の処理剤を任意に選択して、１粒ごと一番長い粒径を、光学顕微鏡を用
いて測定し、それらを相加平均した平均値を意味する。
【００２５】
　（フレーク状物）
　本発明の吸収性物品用処理剤は、フレーク状物であってもよい。「フレーク状物」とは
、長辺に対して厚みが小さい薄片状のものを示す。かような形状とすることにより、粒径
が小さくなりすぎることがなく、取り扱いが容易となる。
【００２６】
　本発明において、フレーク形状として、平均長辺寸法が３ｍｍ～２０ｍｍであり、平均
短辺寸法が１ｍｍ～１５ｍｍであり、平均厚さが約０．５ｍｍ～５ｍｍであると好ましい
。
【００２７】
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　このようなフレーク形状からなる処理剤を用いることにより、吸収性物品に処理剤を接
触させる操作において、処理剤が粉塵となって飛散することを防止することができる。そ
の結果、衛生的に吸収性物品の処理を行うことができる。ここで、フレーク状物の平均長
辺寸法とは、５０個の処理剤を任意に選択して、１個ごとに一番長い辺を測定し、それら
を相加平均した平均値を意味する。また、フレーク状物の平均短辺寸法とは、５０個の処
理剤を任意に選択して、１個ごとに一番短い辺を測定し、それらを相加平均した平均値を
意味する。ただし、このとき、短辺は、フレーク状物の厚みよりも長い辺が測定されるも
のとする。
【００２８】
　（塊状物）
　本発明の吸収性物品用処理剤は、塊状物であってもよい。本発明において、塊状物の形
状は特に制限されない。たとえば、球状、円柱状、中高状の円柱状、直方体状など、どの
ような形状であってもよい。ただし、処理剤の保存性の観点から、球状、円柱状、中高状
の円柱状などが好ましく、作製上の観点から、円柱状、中高状の円柱状が好ましい。
【００２９】
　本発明において、塊状物の平均直径は、３～１００ｍｍであることが好ましい。このよ
うな範囲であることによって、処理剤の取り扱いが容易となると共に、消臭効果もまた得
ることができる。
【００３０】
　塊状物の平均直径は、より好ましくは６～５０ｍｍであり、さらに好ましくは７～２０
ｍｍである。ここで、塊状物の平均直径とは、５０粒の塊状物を任意に選択して、１粒ご
と一番長い粒径を測定し、それらを相加平均した平均値を意味する。また、塊状物の平均
厚さは、１～３０ｍｍであることが好ましい。また、塊状物の平均厚さは、より好ましく
は２～１５ｍｍであり、さらに好ましくは４～１０ｍｍである。かかる範囲であることに
よって、上記した効果を奏することが容易となる。ここで、塊状物の平均厚さとは、５０
個の塊状物を任意に選択して、１個ごと一番長い厚さを測定し、それらを相加平均した平
均値を意味する。その大きさを上記範囲とした処理剤は、排泄物と接触した際に、崩壊す
る速度が高くなり、排泄物を容易に被覆することができる。なお、塊状物が、円柱状、中
高状の円柱状、直方体状の形態であれば、長軸が平均直径となる。他方、短軸が、平均厚
さとなる。また、塊状物の重量にも特に制限はないが、運搬性や取り扱い性を鑑みると、
１粒当たりの重量は、好ましくは０．０５～３０ｇ程度であり、より好ましくは、０．２
～１０ｇ程度、さらに好ましくは０．３～２ｇ程度である。無論、この範囲外であっても
よい。
【００３１】
　次に、処理剤の構成材料について述べる。
【００３２】
　［酸性固形物質］
　本発明の処理剤は、酸性固形物質を含む。処理剤が、酸性固形物質を含むことによって
、排泄物（たとえば、糞、尿）から発生しうるアンモニアを中和させることができる。さ
らには、酸性固形物質は尿中のアンモニアと反応することで気泡を生じる。この傾向は、
アンモニアを多く含む尿（ｐＨがアルカリとなる尿）（以下、「高臭気尿」とも称する。
）を処理する際に顕著である。処理剤中に気泡が生じることで、処理剤が嵩高くなり、排
泄物（たとえば、糞）を効果的に被覆することができる。よって、悪臭の抑制効果が高く
、またその効果を維持することができる。
【００３３】
　本発明で用いることができる酸性固形物質としては、特に制限されないが、温度－１０
～６０℃、圧力０．５～１．２ａｔｍの状態で、固体の形態で存在できる酸性物質である
ことが好ましい。酸性固形物質としては、無機酸またはその塩、有機酸またはその塩など
、従来公知のいかなるものも使用することができる。酸性物質として液状の酸を採用する
場合は、これをタルク、セルロース等に含浸させて本発明に係る酸性固形物質として用い
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ることもできる。
【００３４】
　かかる酸性固形物質のｐＨにも、酸性を示すものであれば特に制限はないが、人が肌に
ふれたときの腐食性を防止する観点から、ｐＨ１．５～７未満が好ましく、ｐＨ２～６が
より好ましく、ｐＨ２．２～５．５がさらに好ましい。
【００３５】
　なお、本明細書中に記載のｐＨは、株式会社佐藤商事社製のＰＨレコーダーＳＤカード
記録系型番ＰＨ－ＳＤを用いて測定する値を意味するとする。かような範囲内のｐＨを有
していれば、排泄物（たとえば、糞尿）に含まれる塩基性成分（たとえば、アンモニア）
などと中和し、悪臭を効率的に抑制することができる。
【００３６】
　本発明で用いることができる酸性固形物質は、より具体的には、酢酸、クエン酸（食品
添加物　ｐＨ：２．３６）、イソクエン酸、リンゴ酸（食品添加物　ｐＨ：２．４５）、
酒石酸（食品添加物　ｐＨ：２．２８）、乳酸、グルコン酸、コハク酸、グリコール酸、
シュウ酸、マレイン酸、無水マレイン酸、イタコン酸、安息香酸、ヒドロキシ安息香酸、
ニトリロ三酢酸、サリチル酸、フマル酸、アジピン酸、フタル酸、テレフタル酸、イノシ
ン酸、グアニル酸、グルタミン酸、エリソルビン酸、ソルビン酸、ポリグルタミン酸、ベ
ンゼンスルホン酸、トルエンスルホン酸、フィチン酸、リン酸、ホスホン酸およびホウ酸
からなる群から選択される有機酸または無機酸が挙げられる。
【００３７】
　また、クエン酸ナトリウム、安息香酸ナトリウム、フマル酸一ナトリウム、５’－イノ
シン酸ナトリウム、５’－グアニル酸ナトリウム、５’－グアニル酸二ナトリウム、グル
タミン酸ソーダ、エリソルビン酸ナトリウム、ソルビン酸カリウム、リン酸二水素ナトリ
ウム（食品添加物（ｐＨ：４．３～４．９）、工業用（ｐＨ：４．１～４．９）（１％溶
液））、硫酸水素ナトリウム、硫酸水素カリウム、硫酸水素アンモニウム、リン酸二水素
カリウム（食品添加物（ｐＨ：４．４～４．９）、工業用（ｐＨ：４．４～４．９）（１
％溶液））、ピロリン酸二水素二ナトリウム（食品添加物（ｐＨ：３．８～４．５）、工
業用（ｐＨ：３．８～４．５）（１％溶液））、酸性トリポリリン酸アルミニウム工業用
（ｐＨ：２．４～２．８）（１％溶液））、酸性ヘキサメタリン酸ナトリウム（酸性ピロ
リン酸ナトリウム（食品添加物（ｐＨ：３．８～４．５）（１％溶液））、ウルトラリン
酸ナトリウム（食品添加物（ｐＨ：１．７～１．９）、工業用（ｐＨ：１．７～１．９）
（１％溶液）、フマル酸一ナトリウム（食品添加物（ｐＨ：３．０～４．０）（１％溶液
））、硫酸バンド工業用（ｐＨ：３．０以上）（１％溶液））、スルファミン酸、ミョウ
バン工業用（ｐＨ：約３．５）（１２水塩）および腐植酸（フミン酸）を含む草炭（泥炭
）（ｐＨ：３．０～６．８）からなる群から選択される、有機酸または無機酸の塩などで
あってもよい。
【００３８】
　なお、上記の酸性固形物質は、単独で使用してもまたは２種以上を混合して使用しても
よい。
【００３９】
　中でも、クエン酸（ｐＨ：２．３６）、イソクエン酸、リンゴ酸（ｐＨ：２．４５）、
酒石酸（ｐＨ：２．２８）などが、排泄物に対するカルボキシビニルポリマーの被覆能、
すなわち当該ポリマーの粘性を適度に保持するという観点から好ましく、特にクエン酸が
好ましい。すなわち、本発明において、酸性固形物質としてクエン酸が含まれると好まし
い。クエン酸は、他の酸性固形物質と比較して排泄物（たとえば、尿）中のアンモニア成
分と効率よく反応し、消臭することができるという効果もまた奏する。
【００４０】
　上記で列挙した具体的な酸性固形物質は、従来公知の方法を適宜参照し、あるいは、組
み合わせて、合成してもよいし、市販品を購入して準備してもよい。市販品としては、大
明化学工業株式会社の硫酸バンド、ミョウバン、磐田化学工業株式会社のクエン酸、リン
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ゴ酸、酒石酸、乳酸、イタコン酸、スピクリスポール酸、築野食品工業株式会社のフィチ
ン酸、株式会社日本触媒のコハク酸、フマル酸、無水マレイン酸、日本合成化学工業株式
会社の無水酢酸、扶桑化学工業株式会社のグルコン酸、スルファミン酸、クエン酸、リン
ゴ酸、酒石酸、乳酸、コハク酸、フマル酸、フィチン酸、イタコン酸、フマル酸一ナトリ
ウム、株式会社伏見製薬所の安息香酸、安息香酸ナトリウム、高杉製薬株式会社のシュウ
酸、硝酸、丸石製薬株式会社のサリチル酸、キリン協和フーズ株式会社のイノシン酸、グ
ルタミン酸、株式会社ダイセルのソルビン酸、日本化学工業株式会社のホスホン酸、旭化
成ケミカルズ株式会社のアジピン酸、三菱化学株式会社のテレフタル酸、ナガセケムテッ
クス株式会社のニトリロ三酢酸、上野製薬株式会社のヒドロキシ安息香酸、ミテジマ化学
株式会社のリン酸二水素ナトリウム、リン酸二水素カリウム、ピロリン酸二水素二ナトリ
ウム、酸性トリポリリン酸アルミニウム、酸性ヘキサメタリン酸ナトリウム、ウルトラリ
ン酸ナトリウム、明京商事株式会社のフミンエース、株式会社アートレイ製のモフミン（
登録商標）、那須緑地株式会社製　天然腐植酸フミン酸、電気化学工業株式会社（デンカ
アヅミン株式会社）製のカオラン（登録商標）（ｐＨ＝３．０）、アヅミン（登録商標）
（ｐＨ＝６．８）、アヅミン１号などがある。無論、これら以外の市販品を購入してもよ
い。
【００４１】
　酸性固形物質の大きさにも特に制限はないが、平均粒径が、１００ｎｍ～３ｍｍ程度、
より好ましくは０．０１～１ｍｍ程度のものであることが好ましい。このような平均粒径
の酸性固形物質を用いることにより、処理剤を製造する際、処理剤を粉状物とすることも
容易であるし、また、塊状物としても成形しやすい。また、カルボキシビニルポリマーの
補助的役割をする観点で好ましい。無論、種類によって、あるいは、製造の便宜を考慮し
て、これらの範囲を逸脱するものであっても構わない。
【００４２】
　酸性固形物質の量（複数種であれば、複数種の合計質量）は、処理剤全体（１００質量
％）に対して、好ましくは、４０～８０質量％、より好ましくは５０～７０質量％、さら
に好ましくは６０～６５質量％である。また、２種類以上の酸性固形物質を混合して用い
る場合、その質量の合計による質量比が、上記範囲であると好ましい。かような範囲であ
れば、排泄物から発生しうるアンモニアなどの成分に作用する効率が上がり、処理剤とし
ての脱臭機能が有意に向上する。
【００４３】
　［アルカリ性固形物質］
　本発明の吸収性物品用処理剤は、重曹、消石灰および石灰石からなる群より選択される
少なくとも１種のアルカリ性固形物質を含む。これらは、単独で使用してもまたは２種以
上を混合して使用してもよい。
【００４４】
　重曹、消石灰および石灰石の形状は、特に制限されず、例えば、粉粒状、ペレット状等
が例示できるが、大便に対してアルカリ性固形物質を効果的に分散させるという観点から
、粉粒状であることが好ましい。また、その平均粒径の下限にも特に制限されないが、例
えば、１０μｍ以上、より好ましくは５０μｍ以上である、上限にも特に制限されないが
、例えば、１０００μｍ以下、好ましくは５００μｍ以下、より好ましくは３００μｍ以
下、さらに好ましくは１５０μｍ以下である。つまり、１０～１０００μｍが好ましく、
５０～３００μｍが好ましく、１００～１５０μｍが好ましい。かかる範囲であると、取
扱いが容易となり生産コストを低くすることができ、得られる処理剤と排泄物との接触面
積が増加し、反応効率が向上する場合がある他、処理時に塊状物が生じず、未反応物が残
存しない。また、効率的に気泡を生じることができる。必要に応じて、アルカリ性固形物
質は、平均粒径が異なる２種以上のアルカリ性固形物質が組み合わせて使用されてもよい
。なお、本発明において、かかる平均粒径は、５０粒を任意に選択して、１粒ごと一番長
い粒径を、光学顕微鏡を用いて測定し、それらを相加平均した平均値を意味する。以下、
本明細書中に記載の「平均粒径」は、同様の定義である。なお、所望の平均粒径とするた
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めには、適宜、篩いなどにかければよい。
【００４５】
　本発明の吸収性物品用処理剤に含まれるアルカリ性固形物質の含有量は、吸収性物品用
処理剤の総質量（１００質量％）に対して、１０～４０質量％、より好ましくは１５～３
０質量％、更に好ましくは２０～２５質量％である。また、２種類以上のアルカリ性固形
物質を混合して用いる場合、その質量の合計による質量比が、上記範囲であると好ましい
。かかる範囲であれば、排泄物（例えば、糞尿）の処理の際の臭気低減やガス発生の抑制
の効果がより良好に得られる。
【００４６】
　（重曹）
　本発明の第１の吸収性物品用処理剤に含まれうる重曹（炭酸水素ナトリウム）は、組成
式ＮａＨＣＯ３で表されるナトリウムの炭酸水素塩である。重曹は、アルカリ性であるた
め、糞尿処理の際（特に大便）の殺菌・消臭効果を得ることができる。
【００４７】
　アルカリ性固形物質の中でも、強アルカリ性物質が排泄物に接触した際、排泄物中に含
まれるアンモニア成分が放散し、臭気を発生することがあるが、重曹は弱アルカリ性物質
であるため、このようなアンモニア成分の放散による臭気の発生を抑制することができる
。そのような場合、アンモニア由来の悪臭が発生する場合がある。よって、本発明の処理
剤中に含まれるアルカリ性固形物質の中でも、糞尿の殺菌・消臭効果を得ることができる
程度のアルカリ性を有し、かつアンモニアの発生を抑制することができる重曹を用いるこ
とが特に好ましい。すなわち、本発明において、アルカリ性固形物質として重曹が含まれ
ると好ましい。
【００４８】
　また、吸収性物品に含まれる水分および／または吸収性物品表面に残存した水分と、重
曹と、クエン酸とが反応して気泡が発生する。このような気泡は、吸収性物品に付着した
排泄物全体を覆うことができるため、排泄物による臭気の放散を抑制することができる。
さらに、生じた気泡により、カルボキシビニルポリマーの増粘効果が高くなるため、これ
により排泄物が長期間被覆され、好ましい。
【００４９】
　重曹を準備する方法としては、市販品を購入する方法が好ましく、例えば、QINDAO HAI
WAN GROUP IMP.&EXP.CO.社製や、Zichuan Antou Alum Factory社製の産業等級重曹などが
好ましい。
【００５０】
　（消石灰）
　本発明の第１の吸収性物品用処理剤に含まれうる消石灰（Ｃａ（ＯＨ）２）は、強アル
カリであるため、糞尿処理の際（特に大便）の殺菌効果が大きい。また、臭気を低減させ
る効果を得ることができる。また、消石灰は、主に硫化物を吸着するため、この点からも
消石灰を使用することによる臭気の低減効果が大きいと言える。
【００５１】
　消石灰を準備する方法としては、市販品を購入する方法が好ましく、例えば、宇部マテ
リアルズ株式会社の工業用消石灰などが好ましい。
【００５２】
　（石灰石）
　本発明の第１の吸収性物品用処理剤に含まれうる、石灰石（炭酸カルシウム）は、組成
式ＣａＣＯ３で表されるカルシウムの炭酸塩である。石灰石は、アルカリ性であるため、
消石灰と同様の効果がある。
【００５３】
　石灰石を準備する方法としては、市販品を購入する方法が好ましく、例えば、宇部マテ
リアルズ社のタンカル、吉澤石灰工業株式会社の工業用タンカルなどが好ましい。
【００５４】
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　［カルボキシビニルポリマー］
　本発明の第１の吸収性物品用処理剤に含まれうる、カルボキシビニルポリマーは、アク
リル酸系の架橋共重合体である。また、このカルボキシビニルポリマーは、カルボキシビ
ニルポリマー塩であってもよい。カルボキシビニルポリマーは、水との親和性が高く、弱
酸性～中性（ｐＨ６～８）で水と混合することでゲル状の高粘度体となり、排泄物を被覆
することができ、また、増粘剤としての役割も果たす。カルボキシビニルポリマーそのも
の自体は、通常、酸性に傾いているが、本発明の処理剤が水と混合された際には、アルカ
リ性固形物質と中和され、処理剤のｐＨ５～８、より好ましくはｐＨ６～７程度となるた
め、処理剤にカルボキシビニルポリマーが含まれていると処理剤が増粘する。上記したよ
うに、本発明において、処理剤が増粘することで、排泄物（たとえば、糞）を効果的に被
覆することができるため、悪臭の抑制効果が高く、さらに抑制効果を維持できる期間が長
くなる。
【００５５】
　カルボキシビニルポリマーは、アクリル酸系の架橋共重合体で、アクリル酸、メタクリ
ル酸、エタクリル酸等の置換アクリル酸等のアクリル酸系モノマーの架橋ポリマーである
。前記アクリル酸系モノマーは、好ましくはアクリル酸、メタクリル酸、エタクリル酸で
あり、アクリル酸が最も好ましい。
【００５６】
　カルボキシビニルポリマーにおける架橋剤は、１分子当たり２以上の炭素－炭素二重結
合（アルケニルエーテル基）を有した多価アルコールのポリアルケニルエーテルが好まし
く、具体的には、スクロースのアリルエーテル、ペンタエリトリトールのアリルエーテル
等が挙げられる。
【００５７】
　カルボキシビニルポリマーは、市販品の中から自由に選択することが可能であるが、粘
度の経時変化の少ない安定性の高いものを用いることが好ましい。
【００５８】
　カルボキシビニルポリマーの市販品としては、たとえば、ＡＱＵＰＥＣ（登録商標）Ｈ
Ｖ－５０１［粘度：５４００－１１４００ｍＰａ・ｓ（０．５％）］、ＨＶ－５０４［粘
度：２６５００－３９５００ｍＰａ・ｓ（同）］、ＨＶ－５０５［粘度：４５０００－７
００００ｍＰａ・ｓ（同）］、ＨＶ－５０１Ｅ［粘度：５４００－１１４００ｍＰａ・ｓ
（同）］、ＨＶ－５０４Ｅ［粘度：２６５００－３９５００ｍＰａ・ｓ（同）］、ＨＶ－
５０５Ｅ［粘度：４００００－７００００ｍＰａ・ｓ（同）］、ＨＶ－５０１ＥＲ［粘度
：７０００－１４０００ｍＰａ・ｓ（同）］、ＨＶ－５０５ＥＤ［粘度：４００００－６
００００ｍＰａ・ｓ（同）］（以上、住友精化株式会社製）、カーボポール９８０［粘度
：１６０００－２８０００ｍＰａ・ｓ（０．２％）］、９８１［粘度：４０００－７５０
０ｍＰａ・ｓ（同）］、２９８４［粘度：２５００－６５００ｍＰａ・ｓ（同）］、ＥＴ
Ｄ２０５０［粘度：６０００－１４０００ｍＰａ・ｓ（同）］、Ｕｌｔｒｅｚ１０［粘度
：１２０００－２９０００ｍＰａ・ｓ（同）］（以上、ループリゾール・アドバンスト・
マテリアルズ社製）、ジュンロンＰＷ－１１０［粘度：１００００－２００００ｍＰａ・
ｓ（０．２％中和、２５℃）］、ＰＷ－１１１［粘度：３０００－７０００ｍＰａ・ｓ（
同）］、ＰＷ－１５０［粘度：１５０００－２５０００ｍＰａ・ｓ（同）］、ＰＷ－３０
２Ｓ［粘度：１５０００－２５０００ｍＰａ・ｓ（同）］、ＰＷ－３５０Ｓ［粘度：１５
００－５００００ｍＰａ・ｓ（同）］、ＰＷ－５００［粘度：２００００－３５０００ｍ
Ｐａ・ｓ（同）］（以上、東亞合成株式会社製）、ハイビスワコー（登録商標）１０３［
粘度：１５０００ｍＰａ・ｓ（０．２％中和）］、１０４［粘度：２６０００ｍＰａ・ｓ
（同）］、１０５［粘度：４０００ｍＰａ・ｓ（同）］（以上、和光純薬工業株式会社製
）、カーボポール（登録商標）７１Ｇ［粘度：４０００－１１０００ｍＰａ・ｓ（０．５
ｗｔ％、ｐＨ７．５）］、９７１Ｐ［粘度：４０００－１１０００ｍＰａ・ｓ（同）］、
９８１［粘度：４０００－１００００ｍＰａ・ｓ（同）］、９４１［粘度：４０００－１
００００ｍＰａ・ｓ（同）］、９３４［粘度：３０５００－３９４００ｍＰａ・ｓ（同）
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］、９３４Ｐ［粘度：２９４００－３９４００ｍＰａ・ｓ（同）］（以上、Ｂ．Ｆ．Ｇｏ
ｏｄｒｉｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ社製）や、カルボキシビニルポリマーカルシウム・カリ
ウム塩であるユニセーフＥＣＴ－２０３（日油株式会社製）等をあげることができ、これ
らのなかでも、カーボポール（登録商標）シリーズ、ＡＱＵＰＥＣ（登録商標）シリーズ
、ハイビスワコー（登録商標）シリーズ、が好ましく、ＡＱＵＰＥＣ（登録商標）ＨＶ－
５０５がより好ましい。なお、上記粘度の記載は、２５℃における値である。カルボキシ
ビニルポリマーは、１種単独でまたは２種以上を適宜組み合わせて用いることができる。
【００５９】
　カルボキシビニルポリマーの含有量は、配合するカルボキシビニルポリマーの種類や、
他の増粘剤との併用などにより適宜調整されうるが、処理剤全量（１００質量％）に対し
て、好ましくは０．１～１０質量％、より好ましくは０．３～８質量％、さらに好ましく
は０．５～５質量％、特に好ましくは１～３質量％である。また、２種類以上のカルボキ
シビニルポリマーを混合して用いる場合、その質量の合計による質量比が、上記範囲であ
ると好ましい。　カルボキシビニルポリマーの形状は、特に制限されず、例えば、粉粒状
、ペレット状等が例示できるが、水に対してカルボキシメチルセルロースを効果的に分散
させるという観点から、粉粒状であることが好ましい。また、その平均粒径の下限にも特
に制限されないが、例えば、１０μｍ以上、より好ましくは５０μｍ以上である、上限に
も特に制限されないが、例えば、１０００μｍ以下、好ましくは５００μｍ以下、より好
ましくは３００μｍ以下、さらに好ましくは１５０μｍ以下である。つまり、１０～１０
００μｍが好ましく、５０～３００μｍが好ましく、１００～１５０μｍが好ましい。
【００６０】
　本発明の処理剤は、糞尿処理剤に一般的に用いられている吸水性ポリマーを必ずしも必
要としない。これは、処理対象となる吸収性物品自体が吸水性ポリマーを含んでおり、そ
の結果、吸収性物品の表面には水分が残存しにくいことによる。排泄物中に水分が多く残
存した場合、雑菌が繁殖しやすくなり、悪臭が発生しやすくなるが、吸収性物品自体が水
分を吸収するため、吸収性物品の表面において水が残存しにくい。したがって、雑菌の繁
殖による吸収性物品の表面に付着した排泄物の表面を覆うだけで十分な消臭効果が得られ
るのである。このように、本発明の吸収性物品は、比較的高価である吸水性ポリマーを含
まなくても十分な消臭効果が得られるため、安価に製造することができる。
【００６１】
　なお、吸収性物品だけでは十分に水分を吸収しきれず、吸収性物品の表面に水分が多量
に存在する場合は、処理剤に含まれるカルボキシビニルポリマーとともに、吸水性ポリマ
ー（高分子吸水剤）を用いてもよい。
【００６２】
　吸水性ポリマーは、上記カルボキシビニルポリマーと同様に、本発明の吸収性物品用処
理剤の成分である重曹、消石灰または石灰石を補助する役割をする。つまり、たとえば、
処理剤として、重曹、消石灰または石灰石だけを用いた場合、吸収性物品の表面に付着し
た排泄物（たとえば糞尿中）の水分を吸収しきれず泥状となり、糞尿が空気に触れ、糞尿
の発酵・分解が進む虞がある場合があるが、吸水性ポリマーによって水分を吸収し、排泄
物の表面を覆うことができる。また、消石灰が湿ると、消石灰自身が独特の悪臭を放つ場
合があるため、吸水性ポリマーを用いることにより、消石灰が湿ることを抑制する効果も
得られる。
【００６３】
　本発明で用いられる吸水性ポリマーは、本発明の効果を奏するために悪影響を及ぼさな
い限り、特に制限はなく、公知の物質を使用することができる。その具体的な例としては
、たとえば、デンプン－アクリロニトリルグラフト重合体加水分解物、デンプン－アクリ
ル酸グラフト重合体などのデンプン系吸水性ポリマー、セルロース－アクリロニトリルグ
ラフト重合体、セルロース－スチレンスルホン酸グラフト共重合体などのセルロース系吸
水性ポリマー、多糖類系吸水性ポリマー、コラーゲン等のたんぱく質系吸水性ポリマー、
ポリビニルアルコール架橋重合体などのポリビニルアルコール系吸水性ポリマー、ポリア
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クリル酸ナトリウム架橋体、アクリル酸重合体部分ナトリウム塩架橋物、アクリル酸ナト
リウム－ビニルアルコール共重合体などのアクリル系吸水性ポリマー、無水マレイン酸系
吸水性ポリマー、ビニルピロリドン系吸水性ポリマー、ポリエチレングリコール・ジアク
リレート架橋重合体などのポリエーテル系吸水性ポリマー等などが挙げられる。これら吸
水性ポリマーは、単独で用いてもよいし２種以上を組み合わせて使用してもよい。また、
これら吸水性ポリマーは、合成してもよいし市販品を用いてもよい。市販品の例としては
、たとえば、アクアキープ（登録商標）ＳＡ（住友精化株式会社製）、アクアリック（登
録商標）ＣＡ（株式会社日本触媒製）、サンフレッシュ、アクアパール（サンダイヤポリ
マー株式会社製）、ハイモサブＨＳ－９６０（ハイモ株式会社製）などが挙げられる。こ
れら吸水性ポリマーの中でも、アクアキープ（登録商標）ＳＡがより好ましい。
【００６４】
　アクアキープ（登録商標）ＳＡ（住友精化株式会社製）の中でも、好ましくは、ＳＡ－
５０ＩＩまたはＳＡ６０－Ｓであり、吸水力の観点では、ＳＡ６０－Ｓが好ましい。また
、コストの観点では、ＳＡ－５０ＩＩが好ましい。前記吸水性ポリマーの形状も特に制限
されず、たとえば、粒状、粉末状、顆粒状、ペレット状等が例示できる。
【００６５】
　本発明において、処理剤に含まれる吸水性ポリマーの平均粒径にも特に制限はないが、
好ましくは５０～１０００μｍであり、より好ましくは８０～８５０μｍであり、さらに
好ましくは１００～６００μｍである。
【００６６】
　吸水性ポリマーの含有量は、吸水性ポリマーの種類や形状、および排泄物に含まれる水
分量などにより適宜調整可能であるが、処理剤全量（１００質量％）に対して、好ましく
は０．１～１０質量％、より好ましくは０．３～８質量％、さらに好ましくは０．５～５
質量％である。また、２種類以上の吸水性ポリマーを混合して用いる場合、その質量の合
計による質量比が、上記範囲であると好ましい。かかる範囲であれば、吸水性ポリマーの
効果を有意に得られ、未反応の吸水性ポリマーが残留せず、コスト的に有利である。
【００６７】
　［ゼオライト］
　本発明の第１の吸収性物品用処理剤は、ゼオライトを含む。「ゼオライト」とは沸石類
と呼ばれる鉱物の総称で、天然のゼオライトは約４０種類発見されている。ゼオライトが
含まれると、排泄物（例えば、糞尿）に含まれるアンモニア成分を吸着し、消臭、脱臭に
効果がある。ゼオライトを含むことによって、ゼオライトの細孔が、悪臭を取り込んで、
悪臭を抑制することができる。
【００６８】
　本発明のゼオライトは、天然のものであっても、人工的なものであってもよいが、入手
性の観点からは、人工的なものであることが好ましい。また、本発明のゼオライトは、水
や窒素分子よりも少し大きい５．５～８Å程度の極微小な空洞がトンネル状に構成されて
いるモルデナイトと呼ばれるゼオライトであることが好ましい。
【００６９】
　市販品を購入する場合、新東北化学工業株式会社社製の、ゼオライト２４６０、ゼオラ
イト６０、ゼオライトＣＰなどが好ましい。
【００７０】
　本発明の処理剤に含まれるゼオライトの平均粒径にも特に制限はないが、０．０５～１
．５ｍｍ程度が好ましく、より好ましくは、０．１～１．２ｍｍ程度である。
【００７１】
　本発明で用いられるゼオライトとしては、ＳｉＯ２（酸化ケイ素）、Ａｌ２Ｏ３（酸化
アルミニウム）、ＣａＯ（酸化カルシウム）、Ｎａ２Ｏ（酸化ナトリウム）、Ｋ２Ｏ（酸
化カリウム）、Ｆｅ２Ｏ３（酸化鉄）、ＭｇＯ（酸化マグネシウム）、付着水（Ｈ２Ｏ）
、結合水（Ｈ２Ｏ）、その他が、それぞれ、７０．５質量％、１１．３質量％、２．６質
量％、１．６質量％、１．３質量％、０．７質量％、０．１質量％、８．０質量％、３．
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９質量％程度含まれるものなどが挙げられるが、無論、かかる組成に限定されることはな
く、それぞれの成分が０．１～２割程度前後して、合計が１００％になるように調製され
たものを用いてもよい。なお、本発明において、例えば、Ｋ［ＡｌＳｉ２Ｏ６]などのゼ
オライトを用いてもよい。
【００７２】
　ゼオライトの使用量は、ゼオライトの種類や形状、および排泄物（例えば、糞尿）中に
含まれる成分などにより適宜調整可能であるが、処理剤全量（１００質量％）に対して、
０．１～２０質量％程度であると好ましく、１～１５質量％程度であるとより好ましく、
２～１３質量％程度であると更に好ましく、５～１０質量％程度であると特に好ましい。
また、２種類以上のゼオライトを混合して用いる場合、その質量の合計による質量比が、
上記範囲であると好ましい。かかる範囲であると、悪臭を抑制する効果がより高くなり、
コスト的にも経済的である。
【００７３】
　［酸化亜鉛］
　本発明の第１の吸収性物品用処理剤は、酸化亜鉛を含む。酸化亜鉛は、ＺｎＯで表され
る亜鉛の酸化物であり、アンモニア、硫化物などの臭いの成分を吸着して消臭、脱臭する
効果を有する。
【００７４】
　本発明の処理剤に含まれる酸化亜鉛の平均粒径にも特に制限はないが、０．０５～１．
５ｍｍ程度が好ましく、より好ましくは、０．１～１．２ｍｍ程度である。
【００７５】
　酸化亜鉛としては、市販品の中から自由に選択することが可能である。たとえば、酸化
亜鉛Ｉ種（ハクスイテック株式会社製）、酸化亜鉛ＩＩ種（ハクスイテック株式会社製）
などが挙げられる。
【００７６】
　本発明において、酸化亜鉛の含有量は、特に制限されないが、処理剤全量（１００質量
％）に対して、好ましくは０．５～１５質量％、より好ましくは１～１０質量％、さらに
好ましくは１．５～８質量％、特に好ましくは２～５質量％である。
【００７７】
　［四級アンモニウム塩］
　本発明の第１の吸収性物品用処理剤は、四級アンモニウム塩をさらに含むと好ましい。
本発明の吸収性物品用処理剤において、このように、四級アンモニウム塩を含むことによ
り、優れた殺菌および消毒効果を得ることができるため、吸収性物品を衛生的に処理する
ことができる。四級アンモニウム塩としては、上記効果を有するものであれば特に制限さ
れないが、塩化セチルピリジニウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、デシ
ルイソノニルジメチルアンモニウム塩、ジオクチルジメチルアンモニウムクロリドからな
る群より選択されると好ましい。これらの中でも、塩化セチルピリジニウムおよび塩化ベ
ンザルコニウムが好ましい。また、四級アンモニウム塩は、単独でも２種以上を混合して
用いてもよい。
【００７８】
　本発明の処理剤に四級アンモニウム塩が含まれる場合、かかる四級アンモニウム塩の含
有量は、処理剤の総質量に対して、好ましくは０．１～１０質量％、より好ましくは０．
５～８質量％、特に好ましくは１～５質量％である。かかる範囲であれば、被処理物（例
えば、糞尿）の処理の際、効果的に殺菌および消毒効果を得ることができる。
【００７９】
　［添加剤］
　本発明の第１の吸収性物品用処理剤は、上記成分以外に、添加剤を含んでもよい。本発
明の第１の吸収性物品用処理剤の添加剤としては、臭気対策の観点から、香料、消臭剤、
または脱臭剤；アルコール等の親水性有機化合物；糞尿中の水分含有量を制御するという
観点から、シリカゲル、無水硫酸ナトリウム等の乾燥剤；殺菌・脱臭の観点から、次亜塩
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素酸ナトリウム等の塩素含有化合物；糞尿処理時のアルカリ性条件を補完する観点から、
水酸化ナトリウム等の第１族元素の水酸化物等が挙げられる。これらの添加剤は、単独で
使用してもよいし２種以上を組み合わせて使用してもよい。
【００８０】
　前記香料の例としては、例えば、レモンオイル、レモングラス、シナモン油、ラベンダ
ー油、ベチパー等が挙げられる。
【００８１】
　また、処理剤を小分けにして吸収性物品に対して添加する際に用いられうる、水溶性樹
脂からなる包袋、水溶紙からなる包袋、または水解性不織布からなる包袋も、本発明の処
理剤の添加剤として含有されうる。
【００８２】
　かような添加剤は、含まれたとしても、本発明の第１の処理剤の総質量に対して、０．
１～１０質量％程度、好ましくは１～３質量％程度である。
【００８３】
　＜本発明の第１の吸収性物品用処理剤の作製方法＞
　本発明の第１の吸収性物品用処理剤は、上記構成材料を攪拌機に順次添加し、攪拌混合
することで作製することができる。すなわち、処理剤は、酸性固形物質と、重曹、消石灰
および石灰石からなる群より選択される少なくとも１種のアルカリ性固形物質と、カルボ
キシビニルポリマーと、ゼオライトと、酸化亜鉛とをそれぞれ、所望の重量になるように
添加し、混合することによって、作製することができる。この際、各成分を順次混合する
場合には、材料を添加する順序は特に制限されないが、カルボキシビニルポリマーは、他
の材料よりも後で添加されると好ましい。カルボキシビニルポリマーを先に攪拌機内に投
入する場合、当該ポリマーが攪拌機内に付着する場合があるが、上記の順とすることによ
り、ポリマーの攪拌機内における付着を抑制することができる。また、上記構成材料は、
一度に混合してもよい。
【００８４】
　攪拌機に添加される材料は、予め適当な粒径を有する粉状物となるように粉砕しておい
たものを用いると好ましい。このようにすることにより、すべての材料をより均一に攪拌
することができる。また、攪拌混合した後に得られた処理剤を粉砕する工程が省略可能と
なるため、このような粉砕工程を経ることによる処理剤の劣化を防止することができる。
【００８５】
　また、処理剤をフレーク状や塊状とする場合は、適当な方法により打錠すればよい。フ
レーク状や塊状の処理剤を作製する際は、上記した処理剤の組成を、混合し、所望の大き
さあるいは重量になるように圧縮することによって、作製することができる。この際、混
合する方法は、各成分を順次混合してもよいし、各成分を一度に混合してもよい。
【００８６】
　以下、本発明の処理剤を塊状とする場合の作製方法の一例について説明する。無論、下
記の方法には制限されない。
【００８７】
　本発明の処理剤は、たとえば、連続式の打錠機によって塊状に成形することができる。
連続式の打錠機は、直打式であってもなくてもよいが、前処理の手間（例えば、造粒工程
；本発明では、カルボキシビニルポリマーが使用されるため乾式が好ましい）を省くこと
ができるという点で生産性が向上する直打式を採用することも好ましい。ただ、処理剤の
成分の粒子径が小さい場合、そのような微粉のものをフィードしやすくするために潤沢剤
を入れることが好ましい。一方で、前処理を行う場合は、例えば、ローラーコンパクター
を用いて大きな圧力をかけて圧延して微粉を造粒したものにバインダ（結合剤）を混合し
たものを打錠することによって、本発明の処理剤を作製してもよい。大量生産を鑑みると
、例えば、株式会社畑鐵工所製の打錠機（型式ＡＰ１８－ＳＳなど）を使用することが好
ましい。この際の杵臼の直径は、１３ｍｍ程度であり、杵立数は、１８本程度である。か
かる打錠機を使用すれば、原料を所望の割合となるように調製し、混合し、打錠機のホッ
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パーに混合した原料を入れ、打錠機で回転式に打錠をしていくだけで生産が可能であり、
好ましい。
【００８８】
　また、連続式の回転型打錠機で、本発明の処理剤を作製してもよい。具体的には、各成
分（例えば、酸性固形物質、アルカリ性固形物質、カルボキシビニルポリマー、ゼオライ
ト、酸化亜鉛、バインダ、潤沢剤）を混合し混合物を作製し、連続打錠機のホッパーに混
合物を入れて打錠を行う。杵の形状は、例えば、上下円版型であってもよい。
【００８９】
　このように、本発明の処理剤を作製するための固形化のため方法には、特に制限はない
。上記した打錠機、ローラーコンパクターの他、湿式の圧縮（圧縮対象の原体を水で湿ら
せ、圧縮）を適宜組み合わせて、適用してもよい。なお、本発明の処理剤は、カルボキシ
ビニルポリマーを含むため、カルボキシビニルポリマーを混合する前の段階、酸性固形物
質等、およびバインダなどの添加剤との混合物を湿式で造粒し、その後、カルボキシビニ
ルポリマーと混合する方法でもよい。
【００９０】
　［本発明の第１の吸収性物品用処理剤の用途］　本発明の第１の吸収性物品用処理剤の
用途は特に制限されない。本発明の第１の処理剤は、さまざまな吸収性物品の処理に好適
に用いられる。このような吸収性物品としては、具体的には、近年市場の成長が著しい大
人用紙オムツをはじめ、子供用オムツや生理用ナプキン、いわゆる失禁パッド等の衛生材
料や、ペット用トイレ（猫砂や犬のトイレ）等が挙げられ、それらに特に限定されるもの
ではない。
【００９１】
　また、本発明の処理剤は、必要であれば、簡易型のポータブルトイレの使用後、これに
対して添加して用いてもよい。ポータブルトイレの消臭効果が十分でない場合や、臭気が
放散しやすい環境下において使用された場合であっても、本発明の処理剤を添加すること
により、消臭効果を長期間持続させることができる。
【００９２】
　＜本発明の第２：吸収性物品の処理方法＞
　本発明の第２は、本発明の第１の吸収性物品用処理剤を用いた、吸収性物品の処理方法
である。すなわち、本発明の第１の吸収性物品用処理剤を、排泄物が付着した吸収性物品
に接触させる、吸収性物品の処理方法である（以下、単に「処理方法」とも称する）。
【００９３】
　本発明の処理方法では、酸性固形物質と、重曹、消石灰および石灰石からなる群より選
択される少なくとも１種のアルカリ性固形物質と、カルボキシビニルポリマーと、ゼオラ
イトと、酸化亜鉛と、を含む吸収性物品用処理剤を、使用後の吸収性物品、特に排泄物が
付着した部分に接触させ、当該部分を覆うように散布して添加するだけで良い。これによ
り、上述の第１の吸収性物品の作用により、排泄物が付着した部分が被覆され、高い消臭
効果を長期間にわたって維持することができる。このような吸収性物品の処理方法によれ
ば、水を添加して攪拌、洗浄する操作を行う必要がないため、簡便に吸収性物品を処理す
ることができ、使用者の負担を軽減することができる。さらに、処理時に水を添加する場
合は、吸収性物品が水を吸収してその重量が極めて大きくなり、処理を行う際、その重量
が極めて大きな負担となるが、本発明の処理方法では、水を使用する必要がないため、処
理後の吸収性物品の重量が極めて大きくなることがない。したがって、処理方法が煩雑と
ならず、使用者の負担を大きく軽減することができる。
【００９４】
　本発明の第１の吸収性物品用処理剤の使用量は、用途に応じて適宜調整すればよいが、
吸収性物品が上記の衛生材料等の場合、当該物品１個に対して５～５０ｇ、好ましくは１
０～３０ｇ程度を添加して接触させることが好ましい。
【００９５】
　なお、本発明の第２の吸収性物品の処理方法において、対象となる吸収性物品に付着し
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た排泄物とは、人糞尿のみならず、例えば、犬糞尿、猫糞尿等の畜糞尿等も包含する。ま
た、前記糞尿は、大便単独でもよいし、小便単独でもよいし、大便と小便との混合物であ
ってもよい。　さらに、本発明の第２の吸収性物品の処理方法は、尿と糞とが混合した排
泄物が付着した吸収性物品であっても効果的に脱臭・消臭することができるものである。
すなわち、本発明において、酸性成分と、アルカリ性成分と、さらに増粘成分となるカル
ボキシビニルポリマーとが組み合わさって、処理剤中に気泡を生じ、処理剤を増粘させる
ことで、排泄物を効果的に被覆することができ、臭気の拡散を防ぐことができる。たとえ
ば、糞は、時間経過に伴い、雑菌等が繁殖して臭いの元となりうるが、本発明の処理剤に
よる処理方法は、糞を効果的に被覆することで、雑菌等の繁殖を抑制し、さらに臭いの拡
散を抑制することができる。また、尿は、アンモニアを含んでいるため、放置しておくと
、アンモニア臭を発生するが、本発明の処理剤は、処理剤中をｐＨ５～８、より好ましく
はｐＨ６～７程度となるように設計され、アンモニアが中和されるため、臭いを抑制する
ことができる。さらには、処理剤中、粘性の高い層が上層にあるため、当該層により外気
への臭いの拡散が抑制される。また、処理剤が、徐々に酸性固形物質を放散するため、処
理剤が添加された吸収性物品の容器に、さらなる吸収性物品を繰り返し投入した際であっ
ても、その度に、徐放された酸性固形物質によりアンモニアが中和され、また、酸性固形
物質とアンモニアとの反応で気泡が生じ、処理剤の粘性が増加し、処理剤の被覆効果を継
続することができる。
【実施例】
【００９６】
　以下、実施例を挙げて本発明をさらに詳細に説明するが、本発明は下記の実施例により
何ら制限されるものではない。
【００９７】
　＜試験１：臭気評価実験＞
　（実施例１：処理剤の作製）
　酸性固形物質としてのクエン酸（WEIFNG ENSIGN INDUSTRY CO.,Ltd.社製）１５．０ｇ
、アルカリ性固形物質としての重曹（QINDAO HAIWAN GROUP IMP.&EXP.CO.社製）５．０ｇ
、カルボキシビニルポリマー（住友精化株式会社製　製品名：ＡＱＵＰＥＣ（登録商標）
ＨＶ－５０５）０．５ｇ、ゼオライト（新東北化学工業株式会社社製ゼオライトＣＰ）２
．０ｇ、および酸化亜鉛（ハクスイテック株式会社製）１．０ｇを、ビーカーに投入し、
キッチン用ミキサーで上記材料が均一となるように攪拌し、処理剤を得た。
【００９８】
　得られた処理剤は、粉状体であった。処理剤は粘着性を有しておらず、攪拌機から容器
に移し替える際の取り扱い性は、非常に優れていた。
【００９９】
　（実施例２：処理剤の作製）
　重曹の質量を６．０ｇ、カルボキシビニルポリマーの量を０．６ｇに変更した点以外は
、上記実施例１と同様にして処理剤を作製した。得られた処理剤は、粉状体であった。ま
た、上記実施例１と同様に、得られた処理剤の取り扱い性は、非常に優れていた。なお、
使用した材料および使用機器のメーカーや型番は上記実施例１と同じである。
【０１００】
　（比較例１：処理剤の作製）
　酸性固形物質としてのクエン酸１２．０ｇ、アルカリ性固形物質として重曹１．０ｇお
よび消石灰（宇部マテリアルズ株式会社製）８．０ｇ、カルボキシビニルポリマー１．０
ｇを攪拌機に投入し、上記材料が均一となるように攪拌し、処理剤を得た。なお、本比較
例において、ゼオライトは投入しなかった。なお、使用した材料および使用機器のメーカ
ーや型番は上記実施例１と同じである。
【０１０１】
　（比較例２：処理剤の作製）
　クエン酸１２ｇのみを処理剤として用いた。なお、使用した材料および使用機器のメー
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【０１０２】
　（比較例３：処理剤の作製）
　クエン酸１５．０ｇ、重曹３．０ｇ、カルボキシビニルポリマー０．３ｇを攪拌機に投
入し、上記材料が均一となるように攪拌し、処理剤を得た。なお、本比較例において、ゼ
オライトおよび酸化亜鉛は投入しなかった。なお、使用した材料および使用機器のメーカ
ーや型番は上記実施例１と同じである。
【０１０３】
　（吸収性物品の準備）
　おむつ（株式会社リブドゥコーポレーション製　製品名：リフレ（大きい人のはくパン
ツ（登録商標）３Ｌサイズ））に尿（性別：男、年齢：４０歳の尿）５００ｇを吸収させ
た。当該おむつをその内面が撥水性を有する容器（ビニール袋）に入れ、密閉した。
【０１０４】
　（臭気の評価）
　実施例および比較例の処理剤を評価するため、各処理剤が上記の通り準備したおむつの
表面を覆うように加えた。これを温度２４℃、相対湿度５５％にて３時間および１２時間
放置した後の臭気を官能評価により３段階で評価した。評価結果を下記の表１に示す。な
お、評価結果の詳細は、下記の通りである。
【０１０５】
　（臭気レベル）
「◎」：ほとんど臭気はなく、消臭されている。
「〇」：わずかに臭気はするが、消臭されている。
「×」：悪臭であり、消臭効果がない。
【０１０６】
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【表１】

【０１０７】
　表１より、本発明の処理剤は、有意に消臭効果を発揮することができることが示された
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【０１０８】
　＜試験２：アンモニア濃度および臭気評価実験＞
　（実施例３および４：処理剤の作製）
　酸性固形物質としてのクエン酸１２．２ｇ、アルカリ性固形物質としての重曹４．９ｇ
、カルボキシビニルポリマー０．４ｇ、ゼオライト１．６ｇ、および酸化亜鉛０．８ｇを
、攪拌機に投入し、上記材料が均一となるように攪拌し、処理剤を得た。
【０１０９】
　得られた処理剤は、粉状体であった。処理剤は粘着性を有しておらず、攪拌機から容器
に移し替える際の取り扱い性は、非常に優れていた。なお、使用した材料および使用機器
のメーカーや型番は上記実施例１と同じである。
【０１１０】
　（吸収性物品の準備）
・吸収性物品Ａ
　おむつに高臭気尿（性別：男、年齢：９７歳の尿）５００ｇを吸収させ、および大便（
性別：男、年齢：４０歳の大便）１０ｇをおむつの表面に塗布した。当該おむつをその内
面が撥水性を有する容器（ビニール袋）に入れ、密閉した。なお、使用したおむつは、上
記試験１のものと同じである。
・吸収性物品Ｂ
　高臭気尿を通常の尿（性別：男、年齢：４０歳の尿）に変更したこと以外は、上記吸収
性物品Ａと同様にして吸収性物品を準備した。なお、使用したおむつは、上記試験１のも
のと同じである。
【０１１１】
　（アンモニア濃度の評価）
　実施例３および４において作製した２０ｇの処理剤を、上記の通り準備したおむつ（吸
収性物品ＡおよびＢ）の表面を覆うようにそれぞれ加えた。なお、このとき、処理剤を添
加しないサンプル（吸収性物品Ａ（比較例Ａ）またはＢ（比較例Ｂ）のみのサンプル）も
準備し、それぞれ比較例ＡおよびＢとした。その後、ビニール袋の口を閉じて密封し、所
定時間（１時間、５時間、８時間、１２時間、２４時間）ごとにビニール袋内のガスを計
測アンモニア用ガス検知管（北川式）（光明理化学工業株式会社社製）により測定した。
測定は、ビニール袋に検知管を差し込む検知管口（小さな穴）をあけておき、検知管を挿
入して行い、測定時以外は、検知管口はテープで塞いだ。なお、評価は、室温２４℃の部
屋の中で行った。測定結果を表２に示す。
【０１１２】
　（臭気の評価）
　上記実施例３および４並びに比較例ＡおよびＢについて、温度２４℃、相対湿度５５％
にて２４時間放置した後の臭気を官能評価により３段階で評価した。評価結果を下記の表
２に示す。なお、評価結果の詳細は、下記の通りである。
【０１１３】
　（臭気レベル）
「◎」：ほとんど臭気はなく、消臭されている。
「〇」：わずかに臭気はするが、消臭されている。
「×」：強い悪臭であり、消臭効果がない。
【０１１４】
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【０１１５】
　表２より、本発明の処理剤は、アンモニアの放散を抑制する効果が高く、また、有意に
消臭効果を発揮することができることが示された。さらに、上記表２の結果より、本発明
の処理剤は、尿だけでなく、大便の消臭効果にも優れることが示された。
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